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区 分 現 行  （令和 2 年 8 月 28 日改定） 改 定 案 
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○東京や大阪など、県境をまたぐ不要不急の移動を自粛 
特に、接待を伴う飲食店など感染リスクの高い場所への
出入りの自粛を要請 

○高齢者や基礎疾患のある者は、不要不急の外出を自粛
するよう要請 

○発熱等の症状がある場合は外出を控えるよう要請 
○発熱が続くほか、息苦しさ、倦怠感、味覚・嗅覚障害等
の症状があれば、帰国者・接触者相談センター（保健所）
へ相談することを要請 
特に発熱や咳などの比較的軽い症状でも、高齢者や基
礎疾患のある者は早めの相談をするよう要請 

○ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ等に基づく感染防止策がなされていない施設
（特に接待を伴う飲食店、酒類の提供を行う飲食店、カラ
オケ等）の利用自粛を要請 

○大人数での会食や飲み会を避けること。若者グループ
については、特に注意することを要請 

○大声での会話、回し飲みを避けるよう要請 
○感染防止策がなされていないｲﾍﾞﾝﾄ等への参加自粛を
要請 

○接触確認アプリ「COCOA」、「兵庫県新型ｺﾛﾅ追跡ｼｽﾃ
ﾑ」の利用を要請 

○次の事項を県民に要請する。 
・ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ等に基づく感染防止策がなされていない接待を
伴う飲食店など感染リスクの高い施設の利用を目的とし
た、県境をまたぐ移動の自粛 
・ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ等に基づく感染防止策がなされていない感染リス
クの高い施設（特に接待を伴う飲食店、酒類の提供を行う
飲食店、カラオケ等）の利用の自粛 
高齢者や基礎疾患のある者は、特に注意すること 
・ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ等に基づく感染防止策がなされていない施設に
おける、大人数での会食や飲み会を避けること。若者グル
ープについては、特に注意すること 
・大声での会話、回し飲みを避けること 
・発熱等の症状がある場合は外出を控えること 
・発熱が続き、息苦しさ、倦怠感、味覚・嗅覚障害等の症状
があれば、帰国者・接触者相談センター（保健所）へ相談
すること 
特に発熱や咳などの比較的軽い症状でも、高齢者や基礎
疾患のある者は早めの相談をすること 
・ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ等に基づく感染防止策がなされていないｲﾍﾞﾝﾄ等
への参加自粛 
・接触確認アプリ「COCOA」、「兵庫県新型ｺﾛﾅ追跡ｼｽﾃﾑ」
の利用 

イ

ベ

ン
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○全国的・広域的な祭り・野外フェス等の中止又は延期の
要請 

○ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝに基づく感染防止策がなされていないｲﾍﾞﾝﾄ等 
の中止又は延期を要請 

○開催の目安（7 月 10 日～9 月 30 日まで） 
 ・屋内：5,000 人以下、定員の半分以内 
 ・屋外：5,000 人以下、距離を十分確保 
※1,000 人超のｲﾍﾞﾝﾄは事前相談を要請 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
○ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ等に基づく感染防止策がなされていないｲﾍﾞﾝﾄ
等の中止又は延期を要請 

○全国的又は広域的な祭り、野外フェスティバル等について
は慎重に検討し、開催する場合は十分な人と人との間隔
（1m）を設けることを要請 

○地域で行われる集い等、全国的又は広域的な人の移動が
見込まれない行事で、参加者がおおよそ把握できるもの
は、人数制限を行わない。 

○開催の目安（9 月 19 日～11 月 30 日まで） 
区 分 収容率 人数上限 

大声での歓声・声援

等がないことを前提

としうるもの 
・ｸﾗｼｯｸ音楽ｺﾝｻｰﾄ、 

演劇、舞踊、伝統芸能、

芸能・演芸、公演・式典、

展示会 等 

100％以内 

(*1) 
①収容人数 10,000 人超 

→ 収容人数の 50％ 

 

②収容人数 10,000 人以下 

→ 5,000 人 
大声での歓声・声援

等が想定されるもの 
・ﾛｯｸ、ﾎﾟｯﾌﾟｺﾝｻｰﾄ、ｽﾎﾟｰﾂ

ｲﾍﾞﾝﾄ、公営競技、公演、

ﾗｲﾌﾞﾊｳｽ・ﾅｲﾄｸﾗﾌﾞでの 

 ｲﾍﾞﾝﾄ 等 

50％以内 

（*2） 

(注 1) 人数上限と収容率要件による人数のいずれか小さい方を限度 

(注 2) その他開催制限の緩和条件など、9/11 付け内閣官房新型ｺﾛﾅｳｲ

ﾙｽ感染症対策推進室事務連絡「11 月末までの催物開催制限等に

ついて」に留意 

*1 席がない場合は適切な間隔を確保 

*2 席がない場合は十分な間隔（1m）を確保 
 
 
※1,000 人超のｲﾍﾞﾝﾄは事前相談を要請 
 
 

「兵庫県対処方針」 社会活動制限について 

（裏面あり） 

R2.9.17 



 

2 

 

 

 

 

区 分 現 行  （令和 2 年 8 月 28 日改定） 改 定 案 
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○業種ごとの感染予防ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝに基づく感染防止策の徹
底及び「感染拡大防止宣言ポスター」の掲示を要請 

○特に接待を伴う飲食店及び酒類の提供を行う飲食店等
に対し、保健所による食品衛生法上の指導にあわせた感
染防止策の周知の徹底 

○接触確認アプリ「COCOA」、「兵庫県新型ｺﾛﾅ追跡ｼｽﾃ
ﾑ」の利用促進を要請 

○社会福祉施設に対し、職員、通所者等への感染防止対
策の徹底を要請 

 

○業種ごとの感染予防ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝに基づく感染防止策の徹底
及び「感染拡大防止宣言ポスター」の掲示を要請 

○特に接待を伴う飲食店及び酒類の提供を行う飲食店等に
対し、保健所による食品衛生法上の指導にあわせた感染
防止策の周知の徹底 

○接触確認アプリ「COCOA」、「兵庫県新型ｺﾛﾅ追跡ｼｽﾃﾑ」
の利用促進 
可能な限り QR コードのテーブルやカウンターなどでの掲示
を要請 

○社会福祉施設に対し、職員、通所者等への感染防止対策
の徹底を要請 

出

勤

等 

○在宅勤務(ﾃﾚﾜｰｸ)、ＴＶ会議、ﾛｰﾃｰｼｮﾝ勤務等の推進 
○「三つの密」回避の促進 

○在宅勤務(ﾃﾚﾜｰｸ)、ＴＶ会議、ﾛｰﾃｰｼｮﾝ勤務等の推進 
○「三つの密」回避の促進 

共

通 
○感染拡大を予防する「ひょうごスタイル」の推進 ○感染拡大を予防する「ひょうごスタイル」の推進 

＜参考：感染状況の推移＞ 

  7/17～7/23 7/23～7/29 7/29～8/1 8/1～8/14 8/14～8/26 8/26～9/1 9/1～ 

フェーズ 
(１日当たり新規感染者数

(直近１週間平均)) 
感染警戒期 
(１０人以上) 

感染増加期 
(２０人以上) 

感染拡大期１ 
(３０人以上) 

感染拡大期２ 
(４０人以上) 

感染拡大期１ 
(３０人以上) 

感染増加期 
(２０人以上) 

感染警戒期 
(１０人以上) 


